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　町では急速に悪化した雇用情勢に対応するた
め、離職を余儀なくされた方を対象に緊急雇用
対策として、期限付臨時職員を募集します。
【募集人数】１人
【雇用期間】平成23年1月12日～3月31日
　　　　　（42日間）
【勤務時間】平日午前9時～午後4時
【賃　　金】時給830円
【応募対象者】原則として、事業所の都合により解雇
　　　　　または派遣を解除された方
【業務内容】税の確定申告などに伴う各調書など
　　　　　の整理
【必要資格】普通運転免許
【応募方法】
①提出書類
・離職証明書や解雇通知書の写しなど、失業
者であることを証明できるもの

　・申請書（笠松町日日雇用職員等求人票）
②提出期限　12月15日（水）
③応募先　環境経済課
　　　　　平日午前8時30分～午後5時30分
【採用方法】書類審査および面接
【問 合 先】環境経済課

　12月1日から「みんなでささえあうあったかい地
域づくり」をスローガンに「歳末たすけあい共同
募金運動」が始まります。
　この募金は、支援が必要な方が年末年始を温
かく迎えられるよう、さまざまな事業に活用されま
す。主旨をご理解いただき、多くの皆さまのご協力
をお願いします。
【募金受付先】県共同募金会笠松町分会（福祉健
　　　　　　康センター内）☎387－5332

【日　時】平成23年1月9日（日）午後１時～
　　　 （受付 午後0時30分）
【場　所】中央公民館
【該当者】
　町内在住で平成2年4月2日から3年4月1日まで
に生まれた方。
　ただし、笠松中学校を卒業された方で、現在、
他市町村に住んでいる方も、笠松町で新成人の集
いに参加することができますので、12月8日（水）
までにご連絡ください。
＊該当者には、12月中旬に案内状を送付します。
12月下旬になってもお手元に届かない場合はご
連絡ください。

【問合先】松枝公民館

　法務省と全国人権擁護委員連合会は、この人
権週間中に全国各地で人権尊重思想の普及高揚
のための啓発活動を実施します。

　人権問題や悩みごとなどでお困りの方は、人権
擁護委員または法務局にご相談ください。
　相談は無料で、秘密は固く守られます。
【問合先】岐阜地方法務局人権擁護課
　　　　岐阜市金竜町５丁目１３番地
　　　　☎245－3181
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歳末たすけあい募金にご協力を
　　   　　　 県共同募金会笠松町分会

みんなで築こう　人権の世紀
～考えよう　相手の気持ち
　　　　　　  育てよう　思いやりの心～
皆さんもこの人権週間に、身近なことから
人権を考えてみませんか。


